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１  はじめに  

 平素は守山市立図書館行政にご理解をいただきまして誠にありがとうございます。  

さて、図書館では、雑誌コーナーの充実及び図書館における利用サービスの向上を図

るため「雑誌スポンサー制度」を設けています。  

 

２  「雑誌スポンサー制度」とは  

 雑誌スポンサー制度とは、雑誌の購入に係る費用をスポンサー様にご負担いただき、

雑誌カバー等に広告などを掲載するものです。企業、商店、団体および個人がスポン

サーとなることができます。  

 ※（「守山市立図書館雑誌スポンサー制度広告掲載基準」を満たしていることが必要です）   

 

●広告を掲載していただける場所  

スポンサーとなる雑誌のカバー表面（５×10cm 以内）  

      

      

 

 

透明雑誌カバー表面  

《広告部分》 

５㎝×10 ㎝ 

 

スポンサーを 

募集しています！ 
雑 誌

面 

匿名広告例  

図書館の雑誌コーナーで  

企業や団体の PR ができます！  



３  掲載までの流れ  

４  守山市立図書館について  

(1)基本データ（令和 6 年度）  ※北部図書館は令和５年 11 月開館  

 貸出冊数  貸出人数  来館人数  

本館  1,021,967 冊  297,711 人  468,995 人  

北部図書館  98,015 冊  21,857 人  90,694 人  

 (2)雑誌の貸出  

 令和 6 年度の総タイトル数は、本館 267 誌、北部図書館 33 誌。最新号は貸出

せずに閲覧のみ利用可能。次号が発刊されると貸出します。  

 

 

  

 

•図書館長が選定した雑誌一覧より、希望する雑誌を選択してください。

•他に希望の雑誌がありましたら図書館までご相談ください。

雑誌の選択

•別記様式第１号にて提出をお願いします。

•企業・商店・団体・個人がスポンサーになることができます。

スポンサー申込書の提出

•「守山市立図書館雑誌スポンサー制度広告掲載基準」に適合していましたら、別

記様式第２号にて通知します。

決定通知書の送付

•指定業者に雑誌の定期購読費用をお支払いただきます。雑誌の送付先は図書館を

指定してください。

•支払い完了の確認ができる証明の写しを図書館に提出をお願いします。

雑誌購入手続・費用の支払い

•納入された雑誌に広告を貼り付けたカバーを装備し、書架へ配架します。

広告の開始

お問合せ・お申込み   

守山市立図書館  滋賀県守山市守山五丁目３番 17 号   

ＴＥＬ：(077) 583-1639  ＦＡＸ：(077) 583-6949  MAIL：toshokan@city.moriyama.lg.jp 
  北部図書館  滋賀県守山市水保町 2236 番地  

     TEL：（077）585-9953   


